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令和６年３月13日

（令和6年4月1日から）

✓月齢にかかわらず、BSEを疑う（特定症状を示す）

✓ 月齢にかかわらず、死亡前に進行性の歩行困難、起立不能
等の症状（犬座姿勢、異常歩様など）を呈していた、または
呈していた可能性が高い

【ただし以下のものは除外】
・感染症、代謝性、外傷性、腫瘍性または毒性の原因によると確定診
断されたもの

・治療により回復のみられたもの

令和６年４月１日から
牛海綿状脳症（BSE）の
検査対象牛が変わります

（令和6年3月31日まで）
✓ 満96か月齢以上
✓ 満48か月齢以上で歩行困難・起立不能・神経症状を示す
✓ 月齢にかかわらず、BSEを疑う（特定症状を示す）

【対象】

牛が死亡した場合は、獣医師による検案を受けていただき、
検査の要否は獣医師の判断に従ってください。


